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新年第１号です。今年もよろしくお願いします。
改憲を許さず、経済の改革、核兵器のない世界へ
暴走・強権を強める安倍政権と対決する市民・野党の共同の闘いが広がる中で、新年を迎えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権のめざす｢戦後レジーム(体制)からの脱却｣は、憲法にもとづく日本のあり方を根本から覆すものです。集団的自衛権行使容認の閣議決定、｢戦争法｣成立強行など立憲主義を破壊した政権の強権・暴走ぶりは、昨年の国会での悪法(ＴＰＰの承認と関連法、年金カット法、カジノ解禁推進法)の相次ぐ強行にみられるように歯止めがありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ　ｐ｢安倍改憲｣には大義がありません。変えるべきは憲法ではなく、憲法を破壊する政治です。世界に誇る憲法を生かす政治へ道を開くことこそが重要です。　　　　　           ｐ｢アベノミクス｣は大企業や大資産家のもうけを増やせば、国民の所得や消費が増える｢トリクルダウン｣が筋書きです。しかし、大企業の内部留保などのため込みに回るばかりで勤労者や国民はうるおっていません。大失敗したことは明らかです。 日本経済の立て直しには、賃上げによる消費の拡大が不可欠です。大企業のおこぼれを当てにするのではなく、暮らしを直接応援する対策を強化すべきです。税金の集め方と使い方の改革、働き方と産業構造の改革など、格差と貧困を正し中間層に力をつける、経済の民主的改革が不可欠です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ今年は｢核兵器のない世界｣に向けた､歴史的な年になります｡国連総会は昨年末、１１３カ国の圧倒的多数の賛成で、核兵器を禁止し、廃絶する条約の交渉を今年の３月と６～７月に行うことを決議しました。日本政府は反対しましたが、この画期的な動きを心から歓迎し、実現のために尽力します。「ヒバクシャ国際署名」に積極的に取り組んで行きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野党と市民が「大義の旗」を掲げて、「本気の共闘」をやれば自民党に打ち勝てる。昨年の闘いで明らかになったこの「勝利の方程式」を更に発展させよう。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
１２月議会　市長提案通りすべて可決（１５議案に反対）
日本共産党桑名市議団は、３０議案中(内議員提出１議案)１４議案と人事案件７議案中１議案に反対しました。反対した議案及び理由は下記のとおりです。

1� 一般会計補正(第５号)、新たに大山田地区にプール・体育館を設置。② 組
織条例の改正、｢防災・危機管理｣と｢まちづくり推進｣の市長直轄への移管は市長の独裁を加速するもので、必要性がない。又、生涯学習･スポーツ･文化の適当な部への所属変更は、これらをバラバラにし、持っている教育的な観点をなくし、「教育離れ」を助長する。③ 印鑑条例の改正、コンビ二での印鑑証明書の自動交付は情報漏えいの可能性があり、マイナンバーカードを必要とする。④ 農業委員会関係の３議案、法の改正に伴うもので農地や地域農業を守る役割を後退させ農業の解体につながる。⑤ 家庭的保育事業等の基準を定める条例の改正、基準条件の緩和。⑥ 廃棄物の減量及び適正処理条例の改正、ゴミ袋の値上げ。⑦ 幼稚園条例の改正、幼稚園の統合・廃止。⑧ 財産の取得(自治体セキュリティ強靭性向上モデル対応業務 導入機器一式)、マイナンバー関連で、導入しなければ不必要。⑨ 土地の処分、８億円で買った土地を１億円で売る。⑩ 権利の放棄、｢土地開発公社｣の解散の為１３億円を放棄する。⑪ 一般会計補正(第６号)、(1)多度地区に小中一貫校を核とした公共施設＝多機能複合型の小中一貫校の整備をするために、基本構想を策定するには、まず、庁内で住民と共にプロジェクトを立ち上げ、明確な方針を決定すべきです。教育とまちづくりは分けて考える。最初から業者への丸投げ委託する事。(2)地域包括支援センター機能に加え、障害、子育てなどワンストップの総合相談窓口を社会福祉協議会へ丸投げ委託する事。場所(コミプラ)にも問題。⑫ 大山田コミュニティプラザ条例の改正、会議室の一部を相談窓口等にする。
人事案件は、① 教育委員の任命に桑名市の教育委員としてふさわしくない（高齢で桑名に関係のない人、英語教材・英語教室の株式会社の会長である、小学校からの英語教育推進は慎重にすべき）として反対しました。
１２月議会　星野公平の代表質疑
【質問１】社会保障(介護保険)に関連して、桑名市内での｢高齢者の虐待事件｣から、桑名は｢選ばれるまち｣になれるのか。
【答弁】高齢者虐待への対応は、｢法律｣に基づき、｢手引き｣などを参考に、状況を適格に判断し、早期に対応していく。安心して暮らすことができるまちになるよう努力する。(直接擁護者が暴力を行ったところを目撃しなければ対応できないのではなく、あらゆる方法で情報を収集し、虐待が疑われる事実や高齢者の権利が侵害されている事実に着目して判断を行う。その際、高齢者本人や擁護者の虐待に対する自覚の有無は問わない。)
【質問２】教育問題に関連して、｢学校教育あり方検討委員会｣は｢全員参加型の市政｣なのか。(小中一貫教育の推進、多度地区のモデル校新設について)
【答弁】どのような｢小中一貫教育｣を行うか、地域住民の皆さんの充分な理解を得て行う。学校はコミュニティの核として、多様な機能を留意して、地域に根差した学校を、地域ぐるみで実現していく。｢検討委員会｣の答申を尊重して、桑名市で｢小中一貫教育｣を推進していく。
【質問３】学力テスト結果の公表について。
【答弁】学校別に公表する事は全く考えていない。平均正答率は公表してもいいと思っているが、教育委員会で議論してもらう。
【質問４】小学校の普通教室のエアコン設置について。
【答弁】市の財政状況を勘案するとともに、国の各種補助金の動向、効率的な整備の手法や他市町の状況などを、今後も研究していく。
【質問５】｢立地適正化計画｣と桑名駅周辺整備(東西自由通路、駅前保育所の整備、ホテルの誘致、駅から医療センターへの安全通行)について。
【答弁】｢立地適正化計画｣は、桑名駅周辺を｢中心拠点｣とし、鉄道による都市軸で多度駅・長島駅・星川駅周辺を｢地域拠点｣、バスによる都市軸で大山田地区・新西方地区を｢地域生活拠点｣として位置づける予定。桑部・久米地区は自動車利用を前提に既存の集落の維持を図る地域としたい。
東西自由通路は、交通の結節点の機能強化を図るため整備する。駅前保育所の整備は、名古屋を職域としている方が多く仕事と子育ての両立を図る観点から重要かつ有効な取り組みと考える。ホテルの誘致は、更なる観光・ビジネスの来訪者が期待され、事業者提案を踏まえ協議・検討を進める。医療センターへの安全通行は、誰もが安心して行けるようなアクセスを検討し整備する。
【質問６】産業振興で観光業と他産業の融和を言っているが、｢カジノ法｣に対する見解は。
【答弁】今後の国の動向を注視していく。
【質問７】｢(仮称)まちづくり協議会｣と議会との関係、議員の参加は。
【答弁】しっかりと整理していきたい。
【質問８】災害対策については、要援護者台帳が有効活用できる様、提案する。
【質問９】使用料・手数料については｢受益者負担基準｣を早急に作る事を依頼。
【質問１０】上下水道料金｢値上げ｣の住民説明会は何時行うのか。経営審議会の内容は。料金改定は、値上げありきではないか。
【答弁】説明会は年明けに予定する。経営審議会は｢上下水道事業経営戦略｣と水道料金・下水道使用料の改定等の意見を貰うために昨年度設置した。内容はホームページに公開している（コメント：冷たい答弁）。
年末から年始、多くのパブコメ等が実施されています。
既に終わったもので、①火災予防条例の一部を改正（＊１）（１１月２４日迄）②多度のイヌナシ自生地保護計画（＊２）（１１月３０日迄）③都市計画道路（8・7・5桑名駅自由通路）の追加（＊３）（１２月１６日迄）④空家等対策計画（＊４）（１月４日迄）の４件。現在実施中のものが、⑤情報公開条例を改正（１月１３日迄）⑥個人情報保護条例を改正（１月１３日迄）⑦第三次子ども読書活動推進計画（１月１９日迄）⑧立地適正化計画（１月２５日迄）、⑨一般廃棄物処理基本計画（２月３日迄）の５件で、近々、⑩駅周辺利用構想のパブコメも予定されているそうです。
一方、幾つかのプロポーザルが募集されています。①駅西土地区画整理事業に関連しで中断移転住宅整備業務の提案 ②桑名西医療センター跡地の売却に係る事業者公募（＊５） ③桑名駅周辺における複合型施設などの提案、近々、④多度の小中一貫の複合施設の基本構想も予定されています。
最近にはない、多忙な年末年始です。行政の全体を俯瞰できる人はいるのでしょうか。心配です。
（＊１）防火対象物の違反を公表する制度を追加。対象総てに立入検査を行う。
（＊２）保護するためには広域での環境の整備が必要だが、近くの土砂採取、排ガス、埃等の対策は考えていないようです。
（＊３）駅周辺の整備が進んで行きますが、今回、自由通路が市の段階で決定された。駅舎を含めてもう少し南に移動し、北勢線を取り込めば、利用者に便利になるのですが。
（＊４）適切な管理等が行われていない空家等から発生する防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている問題について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、対策を総合的かつ計画的に実現する。
基本理念は、「快適な暮らしを次世代にも誇れるまち、魅力ある住環境の推進に取り組みます。」で、取組方針は予防・流通・解消・活用の促進です。
（＊５）桑名西医療センター跡地の売却に係る事業者公募プロポーザル実施要項を公表する。ｐ最も優れた提案者を本件土地の買受予定者として決定する。受付期間２０１６年１２月２６日～２０１７年１月３１日、最優秀提案者決定　２０１７年６月頃、売却基準価格１億３千５百万円。
跡地活用方針・基本構想は、①子育て環境、交通至便地、閑静な環境など、土地の利点を活かし、世代交流を促す優れた居住環境整備と②福祉、介護などの高齢者の地域生活を支援する環境整備です。（コメント：地域住民の要望を無視する暴挙であり、市からタダでもらって物を売り払うとは。）
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース


�

















Ｎｏ．２７４　　　２０１７年　　　１　月　１２　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































